
ここに記載がある方は、「授業料減免に係る申請書」の
提出も必要です。詳しくは入学手続き書類に同封した
「高等教育就学支援制度（授業料等減免）のご案内」を
ご参照ください。

ここに【必要】と印字されている方は、裏面の３（１）で
どちらかにチェックしないと、手続きができません。
事前によくご確認ください。



入学式当日にお渡しする学生証に記載の学籍番号をご記入ください。

各項目をご記入ください。

自宅から通学する場合は「自宅住所」、下宿先から通学する場合は「下宿先の住所」
をご記入ください。

固定電話をお持ちの方のみ
ご記入ください。 全員ご記入ください。

奨学金は、学生本人の口座に振り込まれます。未開設の場合は、開設後に本紙を提出してください。

該当者は、証明書類をご準備の上、本紙と一緒に提出してください。
証明書類とは、以下がわかる「賃貸契約書」のコピーです。
【学生本人が居住していること、契約日、入居日、契約期間、契約内容】

おもて面に、この記載があった方は、必ずどち
✔らかの□に を入れてください。

※書類が必要な方は、事前に準備してください。

【人的保証】奨学生が貸与奨学金を返還できなくなってしまった場合、「連帯保証人」、「保証人」の順に返還責
任を負います。以下の２点を事前にご確認ください。
①日本学生支援機構の定める条件に合致する人物である。
②「連帯保証人」及び「保証人」を依頼する予定の方に内諾を得ている。

【機関保証】保証機関が連帯保証する制度です。一定の保証料を支払うことで、奨学金の申し込みができます（保
証料は毎月の振込金額から差し引かれます。）。機関保証は、「連帯保証人」及び「保証人」が不要です。


